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（ ）傍 線 部 分 は 改 正 部 分

改 正 後 改 正 前

別表 別表

Ⅰ （略） Ⅰ （略）

Ⅱ 医科点数表の第２章第１部、第３部から第６部まで及び第９部から第12 Ⅱ 医科点数表の第２章第１部、第３部から第６部まで及び第９部から第12

部までに規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及びその材料価 部までに規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及びその材料価

格 格

001～072 （略） 001～072 （略）

073 髄内釘 073 髄内釘
てい てい

髄内釘 髄内釘(１) (１)
てい てい

①～④ （略） ①～④ （略）

⑤ 肋骨型 55,600円 （新設）
ろつ

～ （略） ～ （略）(２) (４) (２) (４)

074～132 （略） 074～132 （略）

133 血管内手術用カテーテル 133 血管内手術用カテーテル

～ （略） ～ （略）(１) (21) (１) (21)

血管形成用カテーテル エキシマレーザー血管形成用カテーテル 219,000円(22) (22)

① エキシマレーザー型 219,000円

② 切削吸引型 242,000円

134～144 （略） 134～144 （略）

145 血管内塞栓促進用補綴材 145 血管内塞栓促進用補綴材
て つ て つ

～ （略） ～ （略）(１) (２) (１) (２)

血管内塞栓材 血管内塞栓材(３) (３)

①～③ （略） ①～③ （略）

④ 液体塞栓材 66,300円 （新設）

146～149 （略） 146～149 （略）

150 ヒト自家移植組織 150 ヒト自家移植組織

～ （略） ～ （略）(１) (４) (１) (４)

ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮 （新設）(５)
くう



① 採取・培養キット 7,940,000円

② 調製・移植キット 5,470,000円

151～176 （略） 151～176 （略）

177 心房中隔穿刺針 177 心房中隔穿刺針 54,100円
せ ん せ ん

高周波型 54,100円 （新設）(１)

ガイドワイヤー型 35,400円 （新設）(２)

カニューレ 2,760円 （新設）(３)

178～216 （略） 178～216 （略）

217 前立腺組織用水蒸気デリバリーシステム 388,000円 （新設）

218 ヒト羊膜使用創傷被覆材 １㎠当たり35,100円 （新設）

219 自家皮膚細胞移植用キット （新設）

自家皮膚細胞移植用キット・Ｓ 836,000円(１)

自家皮膚細胞移植用キット・Ｌ 897,000円(２)

Ⅲ～Ⅸ （略） Ⅲ～Ⅸ （略）


